
入会金及び会費規定 

 

 

連盟定款第８条に基づき、会員の入会金及び会費について定める。 
 
 
個人の正会員並びに個人の賛助会員     入会金  正会員は      10,000 円 

賛助会員は無料 

                      年会費  正会員は        10,000 円 

賛助会員は１口    5,000 円 

 

 団体の正会員並びに団体の賛助会員     入会金  正会員・賛助団体共に無料 

年会費  団体正会員は    100,000 円 

団体賛助会員は１口 10,000 円 

 
 

平成 15年 9月 28日制定 


